
第３５６７号 増刊①福 岡 県 公 報平成 26 年１月 28 日　火曜日1

定期発行日　毎週火金曜日
〔発行〕〒 812︲8577　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県　総務部行政経営企画課　（電話 092︲643︲3028）
〔作成〕〒 812︲0023　福岡市博多区奈良屋町３番１号　久 野 印 刷 株 式 会 社　（電話 092︲262︲5726）

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

第
三
千
五
百
六
十
七
号

増

刊

①

　
　
　
　

人
事
委
員
会

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

 

（
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

正
　
　
　
誤

○
再
掲
（
平
成
二
十
六
年
一
月
十
四
日
福
岡
県
公
報
第
三
千
五
百
六
十
三
号
増
刊

①
）
中
正
誤 

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事　

務　

局

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
八
日

 

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
任
用
課
の
項
第
十
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

目
　
　
　
次

人
事
委
員
会

十
五　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
七
号
）
に
基
づ

く
次
の
事
務

１　

第
七
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
応
募
を
し
た
課
長
補
佐
以
下
の
職
に
あ
る
事

務
局
職
員
（
以
下
「
応
募
者
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
応
募
に
よ
る
退
職
が
予
定
さ
れ

て
い
る
職
員
で
あ
る
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
。

２　

第
七
条
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
旨
を
応
募
者
に
通

知
す
る
こ
と
。

３　

第
七
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
退
職
す
べ
き
期
日
を
定
め
そ
の
旨
を
応
募
者

に
通
知
す
る
こ
と
。

十
六　

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
人
事

委
員
会
規
則
第
二
号
）
に
基
づ
く
次
の
事
務

１　

第
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
を
受
け
た
課
長
補
佐
以
下
の
職
に
あ
る

事
務
局
職
員
（
以
下
「
認
定
応
募
者
」
と
い
う
）
の
退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
、

又
は
繰
り
下
げ
る
こ
と
。

２　

第
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
た
に
定
め
た
退
職
す
べ
き
期
日
を
認
定
応

募
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

正
　
　
　
誤

26
・
１
・
14

発
行
年
月
日

3563
増刊①

公　

報

番　

号

再
掲

種　

類

同　

上

番　

号

１
ペ
ー
ジ

⃝ 上
欄

下

10 行

備　

考

平
成
二
十
五○

年

正

平
成
二
十
六●

年

誤


